
基勤勃発第0329001号

平 成 19年 3月 29日

都道府県労働局労働基準部賃金課室長 殿

厚生労働省労働基準局勤労者生き菅部勤労者生活課長

( 公 印 省 略 )

｢最低賃金に関する実態調査｣の実施に当たって留意すべき事項について

標記調査については､平成19年3月29日付け基発第0329002号 (以下 ｢局長通達｣という｡)

により通達されたところであるが､同調査の実施に当たっては､下記の事項に留意するよ

うお願いする｡

記

1 調査全般について

｢賃金改定状況調査調査手引｣ (別添 1)及び ｢最低賃金に関する･基礎調査調査手引｣

(別添 2)を作成したので､内容を十分理解した上､調査を実施すること｡

また､調査及び集計については､一層の正確性の確保に努めること｡特に､調査結果

の経年比較にも耐えられるように､回収率を高めるとともに､例年回収率の低い業種の

調査件数はあらかじめ多くしておくなど､精度の向上に努めること｡

2 日本標準産業分類の改訂に伴う取扱いについて

日本標準産業分類の改訂が平成14年10月1日に施行されたのを受けJ平成14年改訂の

日本標準産業分類に基づき調査を実施すること｡

3 国の統計調査における調査客体の重複是正について

平成14年度から国の統計調査における調査客体の重複是正を実施することに伴い､調

査実施前に調査対象候補事業所名簿を総務省-提出し､重複是正措置を行う必要がある



ことから､ ｢賃金改定状況調査｣及び ｢最低賃金に関する基礎調査｣の調査対象候補事

業所の選定を行い次第､それぞれの名簿を整備し本省に提出すること｡

名簿提出後､本省から必要な指示を行 うこととしているので､それに従い調査票の送

付等を行 うことO

4 ｢最低賃金に関する基礎調査Jの集計について

｢最低賃金に関する基礎調査｣の集計に当たっては､すべての貸金改定状況調査票を

加えるとともに､賃金構造基本統計調査の事業所票及び個人票を可能な範囲で加えるこ

ととする｡なお､この措置は事業所の負担を軽減するという目的から､調査対象事業所

数をできるだけ削減するためである｡

なお､賃金構造基本統計調査の調査票を使用する場合は､統計法第15条第2項の規定

に基づき､賃金構造基本統計調査調査票の統計目的外使用の承認申請を行い､使用の承

認を得て集計すること｡ (統計目的外使用に係る申請手続については､統計情報部企画

課審査解析室統計審査第二係が担当｡)

5 最低賃金に関する基礎調査の対象範囲を超えるものの取扱いについて

最低賃金に関する基礎調査は､日本標準産業分類の改訂に伴い平成16年度調査より､

製造業及び情報通信業のうち新聞業､出版業 (100人未満)､卸売 ･小売業､飲食店,宿

泊業､医療,福祉及びサービス業 (他に分類されないもの) (30人未満)について実施

しているところであるが､この調査対象範囲を超えた産業別最低賃金の金額の決定及び
改正に当たっては本省-協議することD

6 実施状況報告について

今後の最低賃金に関する実態調査の参考にするため､調査終了後､別添3 ｢最低賃金

に関する実態調査の実施状況報告｣により実施状況を報告することD

なお､報告期限は9月末 日とすること｡
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Ⅰ 調査対象事業所の選定

1 調査対象地域

調査対象地域は､都道府県庁所在都市 (以下 ｢県庁所在都市｣という｡)及び次

の諸点を考慮の上選定した 1又は複数の市 (以下 ｢地方小都市｣という｡)の区域

とすること｡

(1) 原則 として人 口5万人未満の都市であることO

ただし､人 口5万人未満の市であって次の(2)及び(3)に該当するものがない場

合には､人口5万人以上の市であって (2)及び(3)に該当するものから選定するこ

と｡その場合においても､できるだけ人口の少ない市とすること｡

(2) 都道府県内の賃金実態からみて､比故的賃金水準の低い市であることa

(3) 労働基準監督署が設置されている等により調査の便宜の得やすい市であるこ

と｡

2 調査対象事業所

(1) 調査対象事業所数

調査対象事業所は､次の割合 となるようにすること｡

イ 調査事業所の割合は､おおむね次の割合 となるようにすること｡

県庁所在都市の区域の製造業 :県庁所在都市の区域の卸売 ･小売業 :県庁所

在都市の区域の飲食店,宿泊業 :県庁所在都市の区域の医療,福祉 :県庁所在

都市の区域のサービス業 :地方小都市の区域の製造業

-3:3:1:1:2:3

(なお､卸売 ･小売業については､卸売業が当該産業大分類の抽出事業所の4

割を越えないようにすること｡)

ロ 事業所規模別の調査対象事業所の割合は､県庁所在都市及び地方小都市ごと

に､おおむね次の割合となるようにすることO

(イ) 県庁所在都市 (1-9人) (10-29人)

製 造 業

卸 売 t小 売 業

飲 食 店 , 宿 泊 業

医 療 , 福 祉

サ ー ビ ス 業

(ロ) 地方小都市

2 1

3 1

3 1

3 1

3 1

(1- 9人) (10-29人)

製 造 業 2 1
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(2) 調査対象事業所の選定

調査対象事業所は､ ｢最低賃金に関する実態調査縮小母集団事業所漢字リス ト｣

のほか既存の資料を活用するとともに､電話等により事業の存続の有無､企業 ･

事業所規模及び業種を調べ､次の基準に合致する事業所であることを確認した上

で､地域､業種､規模 ごとに上記 2(1)の調査対象事業所数に相当する数の事業所

を､無作為に抽出し決定すること｡

イ 企業全体の常用労働者数が30人未満である事業所であること0

従って､複数の事業所 (支店､営業所､工場等)を持つ企業については､そ

れぞれの事業所の常用労働者数が30人未満であっても企業全体の常用労働者数

が30人以上であるものは調査の対象とはならないこと｡

ロ 本調査の目的からみて､次のような事業所は対象 として適切でないこと｡

(イ) 所定労働 日数が極端に少ない労働者がほとんどを占める事業所

(例えば競輪 ･競馬等の競技場等)

(p) 所定労働時間数の極端に短い労働者がほとんどを占める事業所

(例えば新聞販売店等)

(ハ) 特殊法人､遊技場､企業の寮

ハ 同一企業に属する事業所については､複数の事業所を選定しないよう留意す

ること｡

ニ 調査事業所は､特定の業種に偏ることのないよう留意すること0

なお､卸売 ･小売業については､卸売業が当該産業大分類の抽出事業所の4

割を超えないように留意すること｡

ホ 賃金構造基本統計調査の調査対象事業所 と重複 しないこと｡

すなわち､賃金構造基本統計調査に関しては､厚生労働省大臣官房統計情報

部賃金福祉統計課 より送付 される賃金構造基本統計調査対象事業所名簿により､

当該調査の調査対象に該当する事業所を除外 して本調査の対象事業所を抽出す

ることD

(3) 重複是正-の対応

調査対象事業所名簿については､できる限り表計算 ソフ ト (Excelなど)又はデ

ータベース管理ソフ ト (Accessなど)を用いた磁気媒体により作成することC

名簿の様式については､総務省が定める統一フォーマットに基づき作成するこ

とが望ましいが､基本的には､現在各都道府県労働局で作成 している名簿レイア

ウ トに基づき作成することとして差し支えない｡ただ し､その場合には､必ず ｢事

業所の名称｣､ ｢事業所の所在地 (｢県市区町村名｣､ ｢町丁 ･字 ･番地 ･号｣

及び ｢ビル名等｣に区切 られていること)｣及び ｢事業所の所在地の電話番号 (市

外局番号､市内局番号及び加入者番号はハイフン又はかっこで区切 られているこ
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と)｣が入ったものとすることD

調査対象事業所の抽出が終わり次第､当該名簿を磁気媒体 (フロッピーディス

ク､MO琴)にて本省に提出すること｡なお､具体的な作業要領は別紙1のとお ､

りであること｡本省においては､総務省に当該名簿を提出した後､当該名簿を提

出した都道府県労働局に対し重複是正措置対象となる事業所の有無等について指

示するので､その指示に従い重複是正措置を行い､調査対象事業所 を確定するこ

と･｡

Ⅱ 調査の実施

1 事前準備

本調査は､業務の繁忙な時期に､短期間で実施することとなるので､調査日程､

調査担当者等に関する綿密な調査計画を立て､事前の準備を十分に行 うこと｡

2 調査方洛

本調査は､最低賃金に関する実態調査要綱その他本省の指示するところにより効

率的に行 うこと｡

本調査の調査方浜は､原則として賃金課室職員が事業所に出向き調査することと

するが､調査の効率化､迅速化とい う観点から､局署の会意室を利用 した集合調査

など､各局の実情に応 じた適切な方法により実施 しても差し支えない｡

なお､調査票の回収に当たっては､電話､はがき等による督促を行い､回収率を

高める方策をとること0

3 事業所コー ド欄の記入

調査票上の都道府県番号､市区町村番号､事業所番号､企業規模番号及び調査区

域番号の各欄には､次によりあらか じめ必要な事項を記入等 した上､事業主に配布

すること｡

都道府県番号･･--･･当該都道府県番号をそのまま記入すること｡

市区町村番号･･--･事業所 ･企業統計調査の市区町村番号をそのまま記入するこ

とQ

事業所番号･･-- -･本調査独自の事業所番号であり､市区町村番号に関わらず一

連番号を重複 しないように記入すること0

産業分類番号-･--事業所 ･企業統計調査の産業分類番号を記入す ること｡ただ

し､産業分類が明らかに実態と異なっている場合には､実態

に合った産業分類番号を記入すること｡

シール貼付･--･･-･｢シール貼付｣欄に対象事業所の名称及び所在地の書かれた
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ること｡

(3) また､調査票のうち月間所定労働 日数及び 1日の所定労働時間数の項即こつい

ては､法定労働時間にとらわれず､実態に即した記入をすること｡

Ⅲ 調査票の提出等

1 調査票の点検

提出された調査票は1枚ごとに記入内容を厳重に点検することとし､

① 記入漏れ娃ないか

② 数字､○印は明確に記入されているか

③ 不合理な点､異常な数値は記入 されていないか

を点検するほか､別紙 2の ｢調査票の点検に当たり特に留意すべき事項｣を重点に

点検 し､不備 な点その他問題があるときは､直ちに電話等により事業所に照会する

こと｡

2 調査票の提出

調査票は､毎年 6月20日 (6月20日が休みのときはその前の平 日)までに本省に

必着するよう時間的余裕をもって発送すること｡

なお､調査票の発送は､他の書類 とは同封せずに速達書留とし､表に ｢貸金改定

状況調査票｣ と朱書することo

Lまた､調査票 を本省に送付するに際しては､別紙 3 ｢県庁所在都市及び地方小都

市の名称並びに調査事業所数｣により調査票と併せて､県庁所在都市及び地方小都

市の名称及びそれぞれの調査事業所数を報告すること｡

3 その他

(1) 作業手順を例示すると別紙 4のとお りであること｡

(2) 当該調査票は最低賃金に関する基礎調査票と併せて集計すること｡また､後 日

照会することも考えられるので､調査票の写しを作成 し各局に保管することQ

なお､本省 には必ず原票を送付することo

(3) 賃金改定状況調査に係る予算については､毎年4月に示達することとなるので､

予算担当課 との調整を密にすること｡
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別紙 1

重複是正の実施のための名簿整備作業要領

1 作業日的

統計調査の調査客体の重複是正の実施のため､賃金改定状況調査における調査対象事

業所名簿について､名簿整備等を行い提出するものとする｡

2 ･作業内容

改定 ･基礎調査管理 システムにより､名簿を管理 している局については､｢3 改定 ･

基礎調査管理システム Ver.2.0を用いる場合の作業内容｣により作業す ること｡

(1)名簿情報の整備

調査対象事業所の名称､所在地及び電話番号について､データ漏れ等の整備を行 う.

ア 名称

(ア)名称は正式名称 とし､支店､工場､営業所､出張所名がある場合には含める｡

(イ)株式会社等のように､経営組織を示す部分については､ (秩)等の略号で記入

しても差 し支えない｡

(ウ)通称名､連絡先の部署名については削除する｡

イ 所在地

(ア)所在地は､ ｢県 ･市区町村名｣ ｢町丁 ･字 ･番地 ･号｣及び ｢ビル名等｣が記

入されているものとする｡

(イ) ｢丁月｣､ ｢番地｣等は ｢-｣で記入するのを原則 とするがそのままでも構わ

ない｡

(卯 都道府県名､市区町村名､町丁字番地号､ビル名等が同じ欄にまとめて入力さ

れている場合､ ビル名についてのみ分割すること｡

ウ 電話番号

(ア) 2本以上電話がある場合には､代表番号 (ない場合には管理部門又は担当部署

の電話番号)が記入 されているものとす る｡

(イ)市外局番 ･市内局番号 ･加入者番号を揃 え､間をハイフン又はかっこで区切る

三_と｡

(ウ)内線番号､ FAX番号の記入がある場合､不要な情報なので削除するQ

(2)提出方法

当該作業が行われた賃金改定状況調査の対象事業所名簿わファイルを､フロッピー

ディスク二又はM Oに保存 して郵送､もしくは労働基準行政情報システムのメールに



て､ 5月10日までに必着するように､本省勤労者生ラ音部勤労者生活課最低賃金係あて

提出するもの とする｡

3 改定 ･基礎調査管理システムV.er･2-0を用いる場合の作菓内容

平成16年 3月19日付けで本省から配付 した ｢改定 ･基礎調査管理システムVer.2.0｣に

より､事業所の抽出を行っている場合においては､以下のとお り作業されたいo

(1)名簿情報整備用ファイルの作成

｢改定 ･基礎調査管理システムVer.2.0操作説明書｣4(6)に基づき､賃金改定状況

調査対象事業所名簿をエクセル形式で保存する｡

(2)名簿情報の整備

名称､所在地及び電話番号について､データ漏れ等の整備 を行 う｡

ア 名称 (事業所名称欄)

(ア)名称は正式名称とし､支店､工場､営業所､出張所名がある場合には含める｡

(イ)株式会社等のように､経営組織を示す部分については､ (樵)等の略号で記入

しても差 し支えない｡

イ 所在地 (市 区町村名､住所 1､住所 2欄)

所在地は､ ｢市区町村名｣が市区町村名欄に､ ｢町丁 ･字 ･番地 ･号｣が住所 1

欄に､ ｢ビル名等｣が住所 2欄 に記入されているか確認す るo

ウ 電話番号 (電話番号欄)

電話番号欄 は､市外局番号､市内局番号及び加入者番号の間がハイフンで区切 ら

れているか確認する｡

(3)提出方法

当該作業が行われた賃金改定状況調査の対象事業所名簿のファイルを､フロッピー

ディスク又はM Oに保存 して郵送､もしくは労働基準行政情報システムのメールに

て､5月10日までに必着するように､本省勤労者生活部勤労者生活課最低賃金係あて

提出す るものとする｡
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別紙 2

調査票の点検に当たり特に留意すべき事項

調査票の点検及び調査票の本省-の送付に当たっては､以下の事項に留意するこ

と｡

1 一般的事項

(1)調査票は事業所番号順に並んでいるかC

(2)記入漏れはないか｡

(3)選択肢に2つ以上の○が付いていないか｡

(4)記入してはいけない欄に記入されていないか.

- 前年 6月2日以降雇用された者については前年の基本給額､諸手当､月間所定

労働 目数及び 1日の所定労働時間数が､また当年 6月 1日にはすでに退職してい

る者については当年の基本給額､諸手当､月間所定労働 日数及び 1日の所定労働

時間数が記入されていないこと｡

(5)月間所定労働 日数､ 1日の所定労働時間数等について同上の時 ｢JJ｣ ｢～｣ある

いは ｢同上｣等 と記入していないかO

- パンチャーが正しくパンチできないので日数等を省略せずに該当欄に具体的

に数字を記入すること｡

2 事業所コー ド欄

(1)調査票が2枚以上にわたる場合､2枚 目以降にも事業所コー ドが記入されている

か｡

また､その事業所コー ドは1枚目と一致しているかo

(2)異なる事業所の事業所番号は重複 していないか｡

- 事業所番号が重複又は空白となっていると､'集計に支障を来すので､特に注意

すること｡

(3う産業分類番号は､事業所に関する事項の ｢事業所の名称｣や ｢主要な生産品の名

称又は事業の内容｣欄からみておかしくないかO

(4)企業規模番号は､事業所に関する事項の ｢事業所の労働者数｣欄からみておかし

くないかo

(5)調査区域番号は､事業所に関する事項の ｢事業所の所在地｣欄からみておかしく

ないか｡



3 事業所に関する事項

(1)事業所の名称からみて､当該事業所の企業規模が30人以上ではないか｡

(2) 1日の所定労働時間数が8時間を超えた時間になっていないか｡

8時間を超えていても､その時間が1-2時間程度以内であるか｡

また､1日の所定労働時間数に1時間未満の端数がある場合､正しく記入されて

いるか｡

(3)賃金改定率は小数点以下第 1位まで記入されているか｡

また､個々の労働者の賃金改定率に比べて著しく高い率又は低い率ではないか｡

(4)年間所定労働 日数について､前年度の数値が前々年度の数値を大きく上回ってい

ないかO

上回っていても､その差が 1- 2日以内であるか｡

4 労働者に関する事項

(1)賃金形態からみて基本給額が著しく高い額又は低い額 となっていないか｡

イ 高額又は低額となっている場合､事業主､取締役等の役員又は家族従業者が入

っていないか｡また､低額の場合は他の基本給が抜けていないか｡

ロ 月給､日給及び時間給の賃金形態と基本給額の整合性が取れているか｡

(2)前年 6月分と当年6月分とで基本給額が著しく変動していないかO

イ 支払われるべき貸金ではなく､実支給額が記入されているのではないかO

- 労働者により所定労働 日数がまちまちである場合その疑いがあること｡

ロ 賃金形態が変更されているのではないか｡

ハ 出来高払制で､前年と当年 とで能率が異なっているのではないか｡

- 同じ能率 (通常の能率)で記入すること｡

(3)諸手当は月額で正しく記入されているか｡I

イ 支払われるべき賃金ではなく､実支給額が記入されているのではないか.

- 労働者により所定労働 日数がまちまちである場合､精皆勤手当が労働者によ

ってまちまちである場合はその疑いがあることD

ロ 時間外手当が含まれていないかO

- 諸手当の額が1円単位まで記入され労働者によってまちまちである場合､前

年に比べて変動が大きい場合などはその疑いがあること｡

ハ 高額の場合､基本給の性格の賃金が含まれているのではないかo

ニ 諸手当の額が､精皆勤手当､通勤手当､家族手当の合計より小さくなっていな

いか o

ホ 前年 6月分と当年 6月分 とで著しく変動していないか｡



(4)月間所定労働 日数､1日の所定労働時間数は正しく記入されているか.

イ 実労働日数､実労働時間数を記入していないかO

- 労働者によりまちまちである場合はその疑いがあることo

ロ 月間所定労働 日数､1日の所定労働時間数は､事業所の月間所定労働日数､事

業所の1日の所定労働時間数と同じか下回っているか｡

ハ 3-の(2)と同様に､1日の所定労働時間数は正しく記入されているか｡

ニ 前年 6月分と当年 6月分の月間所定労働 日数､1日の所定労働時間数が著しく

変動していないか｡

- 当年 6月分の所定労働日数が著しく変動 している場合､実労働 日数､実労働

時間が記入されている疑いがあること｡

5 その他

(1)特に最低賃金額を下回る場合や､前年の賃金より下がっている場合などは､局に

おいて事業所に確認 し､例えば､適用除外対象者などその理由を欄外に記入してお

tくこと｡

(2)調査票の数字等を訂正する場合は､該当部分に横線を引き､その上の余白に正し

い数字を書くこと｡
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Ⅰ 調査対象事業所の選定

1 調査対象事業所数の決定

産業､規模､地域別の集計結果に一定の精度を保つために必要となる調査対象事業

所数を敦定すること｡その手順は次のとおりとすること｡

(1) 調査対象事業所数を決定するために､産業､規模､地域のそれぞれに区分を設定

すること｡その設定に当たっては､昨年度までの最低賃金に関する基礎調査結果な

どを参考として､低賃金労働者の多い産業､地域をあらかじめ十分に把握 し､低賃

金労働者の実態を明確に把握できるよう配慮すること｡

イ 産業の区分

産業の年分は､別紙 1を参考にⅢの 2の最低賃金審議会提出資料が作成できる

よう日本棲準産業分類により.設定すること｡

なお､産業区分を必要以上に細分化すると必要調査対象事業所数が増加するた

め､地方最低賃金審議会-の提出資料･が作成できるような必要かつ十分な産業区

分を設定すること｡

ただし､従来の産業別最低賃金の対象産業又は地域別最低賃金の対象産業で賃

金がほぼ同水準のものについては､これを一括して同一の集計とすることにより､

必要事業所数を減ずるなどの工夫を凝 らすことo

ロ 規模の区分

製造業については､1- 9人､10-29人､30-99人の3区分とし､卸売 ･小

売業､飲食店,宿泊業､医療,福祉及びサービス業 (他に分類 されないもの)に

ついては､ 1- 9人､10-29人の2区分 とすること｡

ハ 地域の区分

地域ごとにある程度の賃金格差がある場合には､各局の事情に応じ､賃金格差

が最低賃金に及ぼす程度を考慮に入れ､賃金水準の高い地域､低い地域等に適宜

区分すること｡

(2) 調査対象事業所を抽出するため､上記 (1)により'区分した産業､規模､地域を組

み合わせた抽出単位 (以下､この抽出単位を ｢層｣という｡)を設定し､その層に

基づき､別紙 2の例に従い作業用の表の枠組みを作成することa

なお､Ⅲの 2の(2)に示す資料を作成するための調査対象事業所を抽出する層は､

全県を1地域区分とし､産業､規模のみを組み合わせた層を設定すること｡

(3) 既に送付 してある事業所 ･企業統計調査の結果に基づく ｢都道府県､産業､常雇

規模別事業所数及び労働者数表｣などにより､ (2)で区分した各層ごとの母集団事

業所数を調べ､別紙 2の 〔1〕の母集団事業所数欄に記入すること.

(4) 各層ごとに､改定後の最低賃金未満労働者の割合 (影響率)を､前年の調査結果
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や各種資料を参考にして調べ､別紙2の 〔2〕の影響率欄に記入すること｡

(5) 各層ごとに､別紙2の 〔1〕の母集団事業所数と 〔2〕の影響率に対応する事業

所の抽出率を､別藻氏3によって求め､別鰍2の 〔3〕の抽出率欄に記入すること.

(6) 別紙 2の 〔1〕の母集団事業所数と 〔3)の抽出率を乗じた数値 (小数点以下は

切 り上げ)を､ 〔4〕の必要調査事業所数欄に記入することO

〔4〕の必要調査事業所数柱､集計の際に必要な事業所数であり､賃金構造基本

統計調査及び賃金改定状況調査の調査票を集計に含める場合は､その分も含む事業

所数であること｡

(7〉 〔4〕･の必要調査事業所数から 〔5〕の賃金構造基本統計調査対象事業所数及び

〔6〕の賃金改定状況調査対象事業所数を控除した数を 〔7〕の基礎調査事業所数

欄に記入すること｡これが､本調査により独自に調査す亭事業所数であること｡

なお､ 〔4〕の必要調査事業所数は､実際には回収率を見込んで多めに設定する

必要がLあること｡

2 調査対象事業所の抽出及び調査対象事業所の名簿の作成

事業所 ･企業統計調査の結果に基づく ｢最低賃金に関する実態調査縮小母集団事業

所漢字 リス ト｣から､1の(7)で求めた基礎調査事業所数 (別ヲ紙2の 〔7〕)に相当

する数の事業所を､本省から送付 した改定 ･基礎調査管理システム等により無作為抽

出又は系統抽出の方法で抽出し､調査対象事業所名簿を作成すること｡

調査対象事業所名簿については､できる限り表計算ソフil(Excelなど)またはデ

ータベース管理ソフト (Accessなど)-を用いた磁気媒体により作成すること｡

名簿の様式については､総務省が定める統一フォーマットに基づき作成することが

望ましいが､基本的には､現在各都道府県労働局で作成している名簿レイアウトに基

づき作成することとして差し支えないこと｡ただし､その場合には､必ず ｢事業所の

名称｣､ ｢事業所の所在地｣ (｢県市区町村名｣､ ｢町丁 ･字 ･番地 ･号｣及び ｢ビ

ル名等｣に区切られていること)及び ｢事業所の所在地の電話番号｣ (市外局番号､

市内局番号及び加入者番号はハイフン又はかっこで区切 られていること)が入ったも

のとすること｡

3 重複是正について

調査対象事業所の抽出が終わり次第､調査対象事業所名簿を磁気媒体 (フロッピー

ディスク､MO琴)にて本省に提出すること｡なお､具体的な作業要領は別紙4のと

おりであること｡本省においては､総務省に当該名簿を提出した後､当該名簿を提出

した都道府県労働局に対し重複是正措置対象となる事業所の有無等について指示する

ので､その指示に従い重複是正措置を行い､調査対象事業所を確定することD
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Ⅱ 調査の実施

1 事前準備

この調査は､業務の繁忙な時期に､短期間に実施､点検及び集計を行 うこととなる

ので､調査日程､調査担当者等に関する綿密な調査計画を立て､事前の準備を十分に

行うことC

2 調査方陰

本調査は､原則として実地日計とするが､各局の実状に応じた適切な方法により行

っても差し支えないこと｡

なお､その際は電話による督促など回収率を高める方策をとること｡

3 事業所コー ド楠の記入

調査票左上の事業所コード欄に､下記によりあらかじめ必要な事項を記入 した上､

事業主に配布すること｡

市区町村番号---事業所 ･企業統計調査の市区町村番号をそのまま記入するこ

とD

事業所番号-･･･---本調査独自の事業所番号であり､一連番号を重複 しないよう

に記入すること｡

産業分類番号---･S業所 ･企業統計調査の産業分類番号を記入すること｡ただ

し､産業分類が明らかに実態と異なっている場合には､実態

に合った産業分類番号を記入すること｡

事業所規模番号-･･-次の区分に応じ記入すること｡

常用雇用者数 1～ 9人 -

10- 29人 ･･

30- 99人 ･･

4 宛名シールの貼付

対象事業所に調査票を郵送する場合は､対象事業所の宛名シールを調査票の ｢シー

ル貼付｣欄に貼付 し､その宛名シールが窓付き封筒の窓から見えるように､ 3つ折り

にして窓付き封筒に入れること｡

なお､宛名シールを作成していない局については､ ｢シール貼付｣欄に当該事業所

の名藤と所在地を記入し､窓付き封筒に入れて郵送すること｡
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5 記入上の注意

(1) 調査票の記入については､記入上の埠意事項を事業主に説明し､十分な理解を得

ることが重要であること｡

特に､基本給額は､賃金形態に応じて月給､日給又は時間給を記入するものであ

るので注意喚起が必要であること｡

(2) 労働者に関する事項は､事業所に雇用される労働者 (臨時､パー トも含む｡)敬

が､

(9 29人以下の事業所については､全労働者

(塾 30人以上の事業所については､2分の1の労働者

について記入すること｡

6L調査票の点検

提出された調査票について､

(》 記入漏れはないか

② 数字､○印は明確に記入 されているか

(参 不合理な点､異常な数値は記入されていないか

を点検するほか､別紙 5の点検要領に基づいて点検し､不備な点その他問題があると

きは､直ちに電話等で事業所に照会すること｡

7 職種コー ド番号

調査票に記入されている ｢職種又は主たる仕事の内容｣欄をみて､例えば次の者等

･については､集計ができるように､調査終了後各局において職種 (業務)を類型化し､

適宜職種コー ド番号を同欄の ｢職種コー ド｣欄に記入 (朱書)すること｡

(∋ 産業別最低賃金において軽易業務に従事する者として適用除外となっているもの

② 主として清掃又は片付けの業務に従事する者として適用除外となっているもの

③ 雇い入れ後〇カ月未満の者であって技能習得中のものとして適用除外となってい

るもの

④ 低賃金労働者が多い等最低賃金の決定及び適用上特に問題 となる職種に雇用され

る者 (業務に従事する者)

なお､集計プログラムにおいて､職種コー ド番号のうち 01-05については､産業

別最低賃金における定期除外業務用として扱 うことにより､産業別の集計から自動的

に集計除外され､地域別最低賃金対象産業の明細 01に集計されることに留意するこ

とQ
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Ⅲ 調査票の集計等

1 調査票の集計

(1) 集計の対象

調査票の集計に当七っては､本調査の調査票のほか､賃金改定状況調査票及び必

要に応じ賃金構造基本統計調査個人票を加えることo

なお､賃金構造基本統計調査票を本調査に加えるため､事業主に対し短期間で貸

金構造基本統計調査票の提出を求める必要があったとしても､貸金構造基本統計蘭

査実施-の影響を小さくするため､提出期限を早めることのないよう十分留意する

こと｡

(2) 集計結果表

次の①及び必要に応じて②の表とすること｡

また､各都道府県労働局において､これらの表以外についての集計が必要であれ

ば､適宜追加すること｡

① 地塀､産業､規模､性､年齢別1時間当たり所定内賃金額 (精皆勤手当､通勤

手当及び家族手当 (以下､｢3手当｣という)を除く｡)の賃金分布表 (別紙

6)

② 地域､産業､規模､職種 (業務)､勤続年数別 1時間当たり所定内賃金額 (3

手当を除く)の賃金分布表 (別紙7)

本表の集計に限り､賃金構造基本統計調査の調査票は加えないこと (賃金構造基

本統計調査では職種 (業務)や勤続年数の区分等が異なるため)｡

(3) 集計区分

イ 地域

Ⅰの1の(1)のハにより分類した区分及びその計とすること｡

なお､地域を2つ以上に区分して集計する都道府県労働局にあっては､賃金構

造基本統計調査の利用において当該調査事業所票の地方局用 (3枚 目)の ｢事業

場の名称及び所在地｣の右上位置に3桁の記入できる欄が設けてあるので､この

欄に ｢市区町村番号｣を記入することにより､地域別の集計を行 うものとするこ

と｡

ロ 産業

原則として Ⅰの1の(1)のイにより分類した区分及びその一部又は全部を合わ

せたものとすること｡

ハ 規模

Ⅰの1の(1)の亡準 より分類した区分及びその計とすることD

ニ 性

- 5 -



性区分は次のとおりとすること｡

(∋ 男女計

② 男

③ 女

ホ 年齢

年齢区分は次のとおりとすること｡

(D 年齢計

② 17歳以下

@ 18-19#

④ 20-54歳

⑤ 55-59歳

⑥ 60-64歳

⑦ 65歳以上

- 勤続年数

勤続年数区分は次のとおりとすることD

(D 勤続年数計

② 3カ月未満

③ 3カ月以上 6カ月未満

④ 6カ月以上 1年未満

⑤ 1年以上 2年未満

⑥ 2年以上 3年未満

⑦ 3年以上

卜 職種 (業務)

Ⅱの7で職種コー ド番号を付した職種 (業務)とすること｡

チ 就業形態

就業形態の区分は次のとおりとすること｡

① 全労働者 (｣般 ･パー ト計)

② パート ー

リ 賃金階級

賃金階級区分は､次の基準により各都道府県労働局において定めること｡

なお､賃金階級区分を必要に応 じ地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類設

定した場合は､次の基準によらず各局の基準によること｡

① 賃金階級の級間隔は､500-509円のように 10円刻みとすること｡

ただし､産業別最低賃金のうち最も高い最低賃金額 (時間額)を100円程度

上回る金額を超えるものについては､700-749円のように50円刻み､又は90
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0-999円のように 100円刻みとすること｡

② 最低の賃金階級区分は､現行の地域別最低賃金額(時間額)より20円程度低

い金額のところに設定すること｡

③~最高の賃金階級区分は､1,200円ないし1,500円程度とする-こと｡

なお､集計プログラムにおいて､全体の階級区分数は最大 31区分となって

いるので留意されたいこと｡

(4) 1時間当たり所定内資金額等の計算方法

月間所定労働時間数､月間所定内貸金額 (3手当を除く)､1時間当たり所定内

賃金額 (3手当を除く)は､次の方陰により計算すること｡必要があれば､調査票

の労働者に関する事項の記入欄の右端の空欄に計算結果を記入することo

① 月額を算出した上で､時間額を算出する方式

イ ｢月間所定労働時間数｣- ｢(13)月間所定労働 日数｣

× ド(14)1日の所定労働時間数｣

ロ ｢月間所定内賃金額 (3手当を除く)｣ (月額)

｢(8)賃金形態｣が

･月給の場合. ｢(8)基本給額｣+｢(12)その他の手当｣

･日給の場合 ｢(8)基本給額｣× ｢(13)月間所定労働 日数｣

+｢(12)その他の手当｣

･時間給の場合 ｢(8)基本給額｣×｢(13)月間所定労働 日数｣

× ｢(14)1日の所定労働時間数｣+｢(12)その他の手当｣

ハ ｢1時間当たり所定内賃金額 (3手当を除く)｣

-｢月間所定内賃金額 (3手当を除く)｣÷｢月間所定労働時間数｣

② 直接時間額を算出する方式

｢(8)賃金形態｣が

･月給の場合

｢1時間当たり所定内賃金額 (3手当を除く)｣

- 〔｢(8)基本給額｣+｢(12)その他の手当｣〕

÷｢月間所定労働時間数｣

･日給の場合

｢1時頑当た り所定内賃金額 (3手当を除く)｣

- 〔｢(8)基本給額｣ ÷ ｢(14)1日の所定労働時間数｣〕

+〔｢(12)その他の手当｣÷ ｢月間所定労働時間数｣〕

･時間給の場合

｢1時間当たり所定内賃金額 (3手当を除く)｣

- ｢(8)基本給額｣
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+ 〔｢(12)その他の手当｣÷｢月間所定労働時間数｣〕

なお､本詞査に加えて集計する ｢賃金構造基本統計調査｣の調査票についても､

これに準じて ｢1時間当たり所定内賃金額 (3手当を除く)｣を算出すること｡

(5) 母集団-の復元方法 ･

イ 集計結果は､ Ⅰの1の(2)により設定 した各層ごとに復元す ること｡

ロ 復元倍率は､各層ごとに､次の算式のいずれかにより求めることができるので､

各局の実情に応 じて汲めること｡

(∋ 事業所数による場合

復元倍率-各層の事業所 ･企業統計調査の結果による母集団事業所数

÷各層の集計事業所数

② 労働者数による場合

復元倍率-各層の事業所 ･企業統計調査の結果による母集団労働者数

÷各層の集計労働者数

ハ 分母の ｢各層の集計事業所数 (集計労働音数)｣は､本調査の調査事業所数

(調査労働者数)に集計に含めた賃金構造基本琴計調査及び賃金改定状況調査の

調査事業所数 (調査労働音数)を加えたものであること｡

2 最低賃金審嵩会提出資料の作成

最低賃金審議会には､各都道府県労働局の実情により次に示す集計表を作成し､必

要に応 じ資料を提出することo

(1) 地域別最低賃金総括表

イ 別紙 8の様式により､調査産業計及び地域別最低賃金対象産業計について騎括

表 (一般 ･パー ト計､パー ト)を作成すること｡

ロ 地域別最低賃金の審義に必要となる業種 (業務)について別紙8 (又は別紙

7)の様式により､総括表を作成することD

O 地域別最低賃金の審議に必要となる業種 (業務)の例

旅館その他の宿泊所

洗濯業

理容業､美容業

建物サービス業

医療業

○○業

○○業の○○業務

(2) 産業別最低賃金総括表

決定又は改正される産業別最低賃金の設定様式に対応 した業種 (業務)の総括表
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を別紙8 (又は別紙 7)の様式により作成すること｡

(3) 低賃金労働者の個別データ

地方最低賃金審議会における審嵩の参考資料として､必要に応じ特に賃金の低廉

な労働者についての個別データを抜き出した上､別紙 9のような一覧表を作成する

こと｡

(4) 適用除外労働者数一覧表

年齢又は業務により適用除外された労働者数は､明細単位で明細 02以降の区分

ごとに別紙 10の様式で規模別､地域別に集計すること｡

3 調査票等の管理

個人情報の秘密保護の観点から､平成元年に統計法が改正されたことにより､調査

票の適正な管理を行 うため､ ｢労働省調査票等管理要綱｣が定めれられているので､

調査票の保護管理､集計の委託における調査票の取扱いについては､同要綱に従い､

その適正な管理に一層留意すること (平成4年4月 13日付け事務連絡 ｢最低賃金に

関する基礎調査の実施上の留意事項について｣の記の7の別添 1参照)C

4 その他

(1) 作業手順を例示すると別紙 11のとおりであること｡

(2) 調査に係る予算については､毎年4月に示達することとなるので､予算担当課

との調整を密にすること｡

なお､調査票の返信に当たっては､切手を同封せず料金受取人払の方法をとる

等､経費節減に努めること｡
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別紙 4

重複是正の実施のための名車整備作業要領

1 .作業日的

統計調査の調査客体の重複是正の実施のため､最低賃金に関する基藤調査におけ

る調査対象事業所名簿について､名簿整備等を行い提出するものとするC

2 作業内容

～改定 ･基礎調査管理システムにより､名簿を管理 している局については､｢3 改

定･基礎調査管理システム Ver.2.0を用いる場合の作業内容｣により作業することo

(1)名簿情報の整備

調査対象事業所の名称､所在地及び電話番号について､データ漏れ等の整備を

行 うo

ア 名称

(ア)名称は正式名称 とし､支店､工場､営業所､出張所名があ､る場合には含め

る｡

(イ)株式会社等のように､経営組織を示す部分については､(秩)等の略号で記

入しても差 し支えない｡

(ウ)通称名､連絡先の部署名については削除する｡

イ 所在地

(ア)所在地は､｢県 ･市区町村名｣｢町T r字 ･番地 ･号｣及び ｢ビル名等｣が

記入されているものとする｡

(イ) ｢丁 目｣､｢番地｣等は ｢-｣で記入するのを原則 とするがそのままでも構

わない｡

(ウ)都道府県名､市区町村名､町丁字番地号､ビル名等が同じ欄にまとめて入

力されている場合､ビル名についてのみ分割すること｡

ウ 電話番号

(ア) 2本以上電話がある場合には､代表番号 (ない場合には管理部門又は担当

部署の電話番号)が記入されているものとする｡

(イ)市外局番 ･一市内局番号 ･加入者番号を揃え､間をハイフン又はかっこで区

切ること｡

(ラ)内線番号､FAX番号の記入がある場合､不要な情報なので削除するQ

.(2)提出方法

当該作業が行われた最低賃金に関する基鹿調査の対象事業所名簿のファイルを､

フロッピーディスク又はMOに保有して郵送､もしくは労働基準行政情報システ



ムのメールにて､5月 171]までに必着するように､本省勤労者生活部勤労者生活

課最低賃金係 あて提出するものとする.

3 改定 ･基礎調査管理システムVer.2.0を用いる場合の作業内容

平成 16年･3月 19 日付けで本省か ら配付 した ｢改定 ･基礎調査管理シスアム

ve】∴2.0｣により､事業所の抽出を行っている場合においては､以下のとお り作業さ

れたい｡

(1)名簿情報整備用ファイルの作成

｢改定 ･基礎調査管理システムVer.2.0換作説明書｣4(6)に基づき､最低賃金

に関する基礎調査対象事業所名簿をェクセル形式で保存するO

(2)名簿情報の整備

名称､所在地及び電話番号について､データ漏れ等の整備を行 う0

ア 名称 (事業所名称欄)

(ア)名称は正式名称とし､支店､工場､営業所､出張所名がある場合には含める｡

(イ)株式会社等のように､経営組織を示す部分については､､(樵)等の略号で記

入 しても差 し支えないo

イ 所在地 (市区町村名､住所 1､住所 2欄)

一所在地は､｢市区町村名｣が市区町村名欄に､｢町丁 ･字 ･番地 ･号｣が住所

1欄に､Tビル名等｣が住所 2欄に記入 されているか確認する｡

ウ 電話番号 (電話番号欄)

電話番号欄は､市外局番号､市内局番号及び加入者番号の間がハイフンで区

切られているか確認する｡

(3)提出方法

当該作業が行われた最低賃金に関する基礎調査の対象事業所名簿のファイルを､

フロッピーディスク又はMOに保存 して郵送､もしくは労働基準行政情報システ

ムのメールにて､5月 17日までに必着す るように､本省勤労者生活部勤労着生括

課最低賃金係あて提出するものとするo
































